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一

七

世

紀
デ

カ
ン

に

お

け
る

ム

ガ

ル

帝
国
の

支
配

ジ

ャ

ー

ギ

ー

ル

ー
特
に

官
職
知
行
制
度
と
そ

の

荒
廃

-

■

序

言

英
領
に

な
る

以

前
の

イ

ン

ド

に

お

い

て
､

国

土
の

大

部
分

が

統

一

的
な

支

配
権
力
の

下
に

置
か

れ
､

か

な

り

永
い

期
間
に

わ

た
っ

て

相

対

的
に

安
定
し

た

政

治
体

制
が

成

立

し
た

の

は
､

三

回

し

か

な
か

っ

た

と

言
わ

れ

て

い

る
｡

第
一

回
は

マ

ウ

リ

ヤ

帝
国
(

西

暦

紀
元

前
四

世

紀
初
頭
-
同
二

世

紀
未
)

､

第
二

回

は

ダ

ブ

タ

帝
国

(

同

紀
元

後
四

世

紀

初
頭
-
六

世

紀
中

葉
)

､

第
三

回

は

ム

ガ

ル

帝
国
(

同
一

六

世

紀

初
頭
-

一

九

世

紀
中

葉
)

で

あ
る

｡

そ

し
て

マ

ウ

リ

ヤ

帝

国
と

グ

ブ

タ

帝
国

と

の

間
に

は
､

政

治

経

済
体

制
に

お

い

て

大
き

な

相

違
の

あ
っ

た

こ

と
が

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

即
ち

､

深

沢

宏

前
者
は

高
度
に

中
央
集
権
的
な

官
僚
制
国
家
で

あ
っ

た

の

に

対

し
､

後
者
に

は
､

先

代
か

ら

続
い

た

聖

職
者
に

対

す
る

土

地

授
与
の

ほ

か

に
､

新
た

に

貴
族

･

官
僚
に

対

す

る

土

地

乃

至

地

域
の

授
与

も

行
な

わ

れ

始
め

､

い

わ

ば

｢

封
建
化
+

へ

の

萌
芽
が

こ

の

時
期
に

始
ま

り
､

そ

し
て

こ

の

傾
向

は
､

一

二

-
一

三

世

紀
ム

ス

リ

ム

の

侵
入

と

征
服
の

頃
に

一

つ

の

頂
点

に

達
し

て

い

た
､

と

言
う
の

で

(

1
)

あ

る
｡

一

三

世

紀
初
頭
か

ら
一

八

世
紀

初
頭
ム

ガ

ル

帝
国
の

事
実
上

の

解

体
に

至
る

ま
で

の

い

わ

ゆ

る

｢

ム

ス

リ

ム

･

イ

ン

ド
+

の

時
代

ほ
､

後
に

言

及
さ

れ

る

よ

う
に

､

ム

ガ

ル

時
代
に

関
す
る

政

治
経

済
史
的

研

究
が

最
近

か

な

り

活
発
に

な
っ

た

の

を

別

と

す
る

と
､

ヱ∂
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イ
ン

ド

史
に

お

い

て

も

研
死
の

特
に

未
開

発
な

分

野
の

一

つ

で
.

あ

(

2
)

る
｡

然
し

､

ム

ス

リ

ム

に

よ

る

侵
入
と

征

服
の

過

程
に

お

い

て
､

既
存
の

ヒ

ン

ド

ゥ

系
諸

王

朝
の

貴
族
や

高
官
た

ち
が

更
に

一

層
地

方
に

分

散
し

､

徐
々

に

在
地

領
主

化
の

傾
向

を

強
め

て

い

っ

た

で

あ

ろ

う
こ

と

は
､

ほ

ぼ

間
違
い

な
い

こ

と
で

あ

り
､

部
分

的
に

は

(

3
)

実
証
さ

れ

て

い

る

こ

と

で

も

あ

る
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

ム

ス

リ

ム

支
配
者
は

､

各
地

に

見
出
さ

れ

た

大
小

多
様
な

領
主

層
を

ペ

ル

シ

ャ

語
で

｢

ず

ミ

ー

ン

ダ

ー

ル
+

(

=

土
地

保
有
者
)

と

呼
ぶ

よ

う

(

4
)

に

な
っ

た
｡

そ

し

て

こ

の

ず

ミ

ー

ン

ダ
ー

ル

制
は

､

英
領
時
代
に

重

要
な

性
格
変
貌
を

示
し

な
が

ら

存
続
し

た

の

ち
､

独

立

後
の

土

地

改

革
の

主
要
な

対

象
と
な
っ

て

制
度
的
に

廃
止
さ

れ

つ

つ

も
､

ヽ

ヽ

な

お

そ

の

遺
制
は

今
日

の

イ
ン

ド

に

お

い

て

も

根
強
く

見
出
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

ザ
､

､

､

-

ン

ダ

ー

ル

別
の

ム

ガ

ル

時
代
に

お

け

る

様
相

は
､

後
に

改
め
て

簡
単
に

言
及
さ

れ

る
｡

ま

た
､

舌
代

･

中

世
の

イ

ン

ド

に

お

い

て
､

全

国
土

を

政

治
的

に

統
一

し

ょ

う
と

す
る

動
き

は
､

右
の

三

帝
国
に

限
ら

れ

た

わ

け

で

は

な

く
､

言
わ

ば

常
に

存
在
し

､

事
実

､

こ

の

三

帝
国
の

ほ

か

に
､

国
土
の

大

部
分

を

領
有
し
た

権
力
は

繰
り

返
し

現

わ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

ら

は

概

し
て

短

命
で

あ

っ

た

し
､

差
し

当
り

本

稿
に

関

連
し

な
い

の

で

省
略
す
る

｡

周

知
の

通
り

､

ム

ガ

ル

帝
国
は

､

｢

ム

ス

リ

ム

･

イ

ン

ド
+

の

最
後
を

飾
り

､

イ
ン

ド
の

歴
史
的
命
運

を

決
定

的
に

方

向
づ

け

た

大

帝
国
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

第
三

代
皇
帝
ア

ク

パ

ル

(

在
位

一

五

五

六

-
一

六

〇
五

年
)

の

治
世
に

確
立

し
､

第
四

代
皇
帝
ジ

ャ

ハ

ー

ツ

ギ

ー

ル

(

在
位

一

六

〇

五

-
二

七

年
)

､

第
五

代

皇

帝
シ

ャ

ー
･

ジ

ャ

ハ

ー

ン

(

在

位
一

六
二

八

-
五

八

年
)

､

第
六

代
皇
帝

ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ

(

在
位

一

六

五

八

1
一

七

〇

七

年
)

の

四

代

に

わ

た
っ

て

全

盛

期
を

実
現
し

た
｡

然
し

､

そ

の

後
一

八

世

紀
初

頭
か

ら
､

帝

国
は

分

解
と

没

落
の

一

途
を

た

ど

り
､

同
世

紀
の

中

頃
に

は
､

帝

国
の

形
骸
を

保
つ

だ

け

と

な
り

､

事
実
上

は

デ

リ

ー

周

辺
の

小

勢
力
に

転
落
し

､

一

八
五

八

年
｢

セ

ポ

イ

の

反
乱
+

を

契
機
と

し

て

名

実

共
に

消
滅
し
た

こ

と

も

周

知
の

事
柄
に

属
す
る

｡

ア

ク
パ

ル

は
､

ア

ー

ダ

ラ

を

都

と

し

て
､

一

六

せ

紀

後
半
に

北
･

東
部
イ

ン

ド

を

征

服
し
て

､

帝
国
の

直

轄
領
と

し
､

同
時
に

ラ

ー

ジ

ャ

ス

タ

ン

地

方
の

ヒ

ン

ド

ゥ

系
諸
王

国
に

つ

い

て

は

そ

の

存
続
を

認
め

て

属

領
の

地

位
に

立
た

せ

た

の

ち
､

同

世

紀
の

末
に

南
進
を

開
始
し

､

ま

ず
グ

ジ

ャ

ラ

ー

ト

の

ム

ス

リ

ム

王

国
を

征

服

し

て
､

直

轄
領
に

加
え

､

次
い

で

デ

カ

ン

の

一

部
を

併

合
し

て

没

し
た

｡

そ

の

頃
デ

カ

ン

に

は

三

つ

の

強
力

な
ム

ス

リ

ム

王

国
が

あ

っ

た
｡

即

ち
､

ア

フ

マ

ド

ナ

ガ

ル

を

都
と

し
た

ニ

ザ

ー

ム

･

シ

ャ

1 9
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ー

ヒ

ー

王

国
､

ゴ

ー

ル

コ

ン

ダ

を

都
と
し

た

ク

ト

ブ
･

シ

ャ

ー

ヒ

ー

王

国
､

及
び

ビ

ジ

ャ

ー

プ

ー

ル

を

都
と

し
た

ア

ー

デ
ィ

ル

･

シ

ヤ

ー

ヒ

ー

王

国
で

あ

る
｡

ア

ク
パ

ル

の

の

ち
､

三

代
の

ム

ガ

ル

皇

帝
の

主

要
な

野
望
ほ

､

こ

の

デ

カ

ン

三

王

国

を

征

服
す
る

こ

と

に

あ
っ

た
､

と

言
っ

て

差
支
え

な
い

｡

ジ

ャ

ハ

ー

ン

ギ
ー

ル

は
､

ま

ず
北

端
の

ニ

ザ

ー

ム

･

シ

ャ

ー

ヒ

ー

王

国
を

数
回
に

わ

た

っ

て

攻

撃
し

た

が
､

こ

れ

を

征
服
し

得
ず
し

て

没
し

た
｡

こ

の

王

国
が

遂

に

ム

ガ

ル

の

軍
門
に

降
っ

て

併
合
さ

れ

た

の

は
､

シ

ャ

ー

･

ジ

ャ

ハ

ー

ン

の

治
世

､

一

六

三

六

年
の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

そ

の

後
皇

帝

は
､

皇
子
ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ

を

新
領
土
デ

カ

ン

の

総
督
に
.
任

命

し
､

残
る

二

つ

の

王

国
を

攻

撃
さ

せ

た
｡

ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ

は
､

即
位
後
首
都
を

デ

カ

ン

に

移
し

､

戦
闘
を

繰
り

返

す
こ

と

三

〇

年

に

及

ん

で
､

一

六

八

六

-
七

年
､

二

つ

の

王

国

を

ど

う
に

か

征

服
(

5
)

し
､

こ

れ

を

帝
国
の

直
轄
領
に

加
え

る

こ

と
が

出
来
た

の

で

あ

る
｡

然
し

､

後
に

改
め
て

言
及
さ

れ

る

よ

う
に

､

こ

の

頃
既
に

､

デ

カ

ン

西

部
の

一

角
に

､

シ

ヴ
ァ

ー

ジ

ー

を

指
導
者
と

す

る

現

住
民
マ

ラ

ー

タ

人

が

台

頭
し

､

執
拗
に

ム

ガ

ル

に

抵
抗
し

た

た

め
､

ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ

ほ
､

デ

カ

ン

を

完
全
に

は

掌
握
し

得
ず
に

没
し
て

し

ま
っ

た
｡

上
こ

ろ
で

､

ム

ガ

ル

帝
国
の

市
政

制
度
ほ

､

兼

行
す
る

ム

ス

リ

ム

諸

王

朝
の

そ

れ

を

か

な

り

な

程

度
ま
で

継
承
し
っ

つ
､

や

は

り
､

甜

ア

ク

パ

ル

の

治

世
に

確
立

し

た

と

言

う
こ

と
が

出
来
る

｡

彼
の

時

代
に

､

帝

国

の

全

領
土

は
､

一

二

(

間

も

な

く
一

五
)

の

｢

州

(

S

辞

ぎ
F
)

に

区
画

さ

れ
､

各
州

は

幾
つ

か

の

｢

県
+

(

幹
旨
寛

一

)

に

区

分
さ

れ

た
｡

そ

し
て

各

県

は
､

既

存
の

幾
つ

か

の

｢

郡
+

(

p
P

蒜

呂
P

又

は

E
P

F

巴
)

を

含
ん

で

い

た
｡

各
州
に

､

一

名
の

絵
督
(

哲

甘
F

∽

已

ぎ
S

か

b

P

g
ぎ

後
に

当
抑

巴

2
】

宅
p

鼓
♂

と

も

呼
ば

れ

た
)

､

一

名
の

財
務

長

官
(

D
e

弓

ぎ
)

､

一

名
の

給
与

長

官
(

哲
r

村

訂
E
)

以
下

の

官
僚
群
が

皇
帝
に

よ

っ

て

任

命
さ

れ
､

同
様
に

各
県
に

も
､

一

名
の

都
市
長

官

(

内
O
t

弓
巴
)

､

一

名
の

軍

事
長
官
(

句

賀
吉

野
)

､

一

名
の

徴
税
官
(

A
日
巴
g

巨
ぎ

知
日

-

-

)

以

下
の

官
僚
群
が

皇

帝
に

よ
っ

て

任

命
さ

れ

た
｡

ま
た

各
郡
に

も
､

郡
行
政

官
(

∽
F
i

息
腎
)

､

郡
徴
税
官
(

抄
2

-

-

)

､

査

定
官
(

A
日

川

口
)

な

ど
の

政

府
官
僚
が

居
た

｡

他

方
､

郡
に

ほ

せ

襲
の

郡
長
(

北
･

東
イ

ン

ド

で

C
F

呂
巴
P

已
･

ぺ

デ

カ

ン

で

ロ
窪
F

ロ
ビ
村
F

､

U

袋
抑
…

と

呼
ば

れ

た
)

､

世

襲
の

郡
書
記

(

北
･

東
イ
ン

ド

で

の
p

日
日
日
g
O

､

デ

カ

ン

で

じ

袋

首
ぎ
計

と

呼
ば

れ

た
)

､

郡
内
の

各

村

落
に

世

襲
の

村
長
(

g

丘
邑
臣
m

､

デ

カ

ン

で

ほ

勺
触

琵
-

と

も

呼
ば

れ

た
)

と

せ

襲
の

村
書
記

(

勺

賢
司
腎

…

､

デ

カ

ン

で

ほ

内

已
吋
p

召
叫

(

6
)

と

呼
ば

れ

た
)

蒐

ど

衣
地

役
人

層
も

居
た

｡
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勿
論

､

ア

ク
パ

ル

の

時
代
に

比
べ

､

一

七

世

紀
に

は
､

右
に

示

し

た

国
家

官
僚
の

呼
称
に

若
干
の

変
更
も
あ

り
､

ま

た

多
少
の

改

廃
も

行
な

わ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

か

か

る

行
政

組

織
の

大
綱
は

､

一

八

世

紀
初
め

ま

で

殆
ど

変
更
さ

れ

な
い

で

続
い

た

と

考
え

て

よ

い
｡

そ

し

て
､

一

七

せ

紀
を

通

し
て

デ

カ

ン

に

新
領
域
が

獲
得
さ

れ

る

に

つ

れ

て
､

新
た

に

六
つ

の

州
が

設
置
さ

れ
､

そ

の

各
々

に

右
の

如
き

官
僚
組
織
が

導
入

さ

れ

て

い

っ

た

こ

と

も

間
違
い

な
い

｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

こ

う
し

て
､

行
政

･

軍
事

･

警
察

･

治
安
を

主

な

任
務
と

す
る

官

僚
群
と

並

ん

で
､

地

租
の

査

定
･

徴
収
を

主

な

任

務

と

す
る

別

個
の

官
僚
群
が

任
命
さ

れ
､

互
に

機
能
を

原
則
的

に

分

離

し
た

点
に

､

ム

ガ

ル

官
僚
制
の

一

つ

の

特
徴
が

あ
っ

た
｡

と

も

か

く
､

こ

う

し
て

ム

ガ

ル

帝
国
ほ

､

高
度
に

中
央
集
権
的

ヽ

ヽ

な

官
僚
制
国

家
の

少

く
と

も

外

貌
を

実
現

し

た
｡

そ

し
て

こ

の

こ

と

は
､

単
に

外

貌
で

あ
っ

た

だ

け
で

は

な

く
､

実
質
的
に

も

半
分

ほ

正

に

そ

う
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

が

出
来
る

｡

然
し

､

こ

の

中

央
集
権
的
官
僚
制
国
家
に

は
､

別
の

反
面
が

あ

っ

た
｡

第
一

は
､

先
に

も

言
及
さ

れ
､

後
に

改
め
て

指
摘
さ

れ

る

よ

う
に

､

各
地
に

ザ
､
､

､

-

ン

ダ

ー

ル

と
一

括
し
て

呼
ば
れ

た

大
小

多
様
な

土

着

領
主

が

存
在
し

た
こ

と

で

あ

る
｡

第
二

ほ
､

官
僚
に

対

す
る

給
与
の

主

要
な

形
態

と

し
て

､

帝
国
直
轄
領
の

至
る

所
に

､

数
年
ご

と
に

交

替
さ

せ

ら

れ

た

官
職

知
行
(
j

卦
㌢
)

が

貸
与

さ

れ

た

こ

と

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

ム

ガ

ル

帝
国
の

官
僚
制
と

国

利
と
に

つ

い

て

更
に

若

干
の

点

を

簡
単
に

説
明
し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

第
一

に
､

中

央
･

州
･

県
･

郡
の

官
衛
に

居
た

事

務

職

貞
は

別

と

し

て
､

貴

族
･

高
官
な
ど

の

推
挙
に

基
づ

い

て

皇

帝
が

任
命
し
た

官
僚
は

す

マ

ソ

サ

ブ

ぺ

て

｢

位
階
+

を

与

え

ら

れ

た
｡

そ

し

て

こ

の

位
階
は

､

臥
t

(

‖

人
)

と

呼
ば

れ

る

数
と

､

芦
弓

腎
(

=

騎
兵
)

と

呼
ば

れ

る

数
と

に

よ
っ

て

示
さ

れ

て

い

た
｡

例
え

ば

｢

五

首

ザ
ー

ト
･

百
サ

ワ

ー

ル

の

位
階
+

と
い

う

わ

け
で

あ

る
｡

そ

し

て
■

こ

の

数
に

応
じ
て

､

俸
給
額
が

定
め

ら
れ

て

い

た
｡

こ

の

う

ち
､

｢

ザ
ー

ト
+

は

官
僚

の

個
人

的
俸
給
の

等
級
を

示

し
､

｢

サ

ワ

ー

ル
+

は
､

彼
が

彼

自

身
の

負
担
に

お

い

て

保
持
す
べ

き

騎
馬
の

数
を

示

し

て

い

る
､

と

考
え

て

ほ

ぼ

間
違
い

な
い

｡

そ

し

て

最

下

級
の

官

僚

は
一

〇

騎

(

後
に

二

〇

騎
)

か

ら

始
ま
り

､

最
高
は

五

千

騎
に

ま

で

達
し
た

｡

第
二

に
､

か

か

る

官
僚
群
に

対

す
る

給
与

の

形
態
に

二

つ

あ
っ

た
｡

一

つ

は
､

中

央
政

府
又

は

州

政

府
の

｢

国

庫
+

(

打
F
P
N

掛

ロ
P
)

か

ら

直
接
に

現
金

で

支

給
さ

れ

る

形

態
で

あ

り
､

も

う
一

つ

は
､

一

定

地

域
の

税
収

を

金

額
を

定

め

て

不

定
期
的
に

割
り

当
て

る

｢

官
職

知
行
+

の

形
態

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

給
与
の

二

形

態
に

対

応

別



r
■ ■■■■ ■■■

一 橋論叢 第 六 十 二 巻 第
一

号 ( 2 2 )

し
て

､

帝

国

直

轄
領
は

､

｢

国

庫

収
入

地

域
+

(

村
F

巴
∽

P
-

村
F
掛

設

苧

T
∽

F

胃
罠

巳

と

｢

官
職
知
行
+

と

に

二

大

区

分
さ

れ

て

い

た
｡

先

に

簡
単
に

説
明
さ

れ

た

州
･

県
･

郡
の

帝
国

官
僚
組
織
は

､

直

接

に

は
､

｢

国
庫
収
入

地

域
+

に

つ

い
.
て

､

そ

の

行
政

･

軍
事

･

徴

税
そ

の

他
の

業
務
を

任
務
と

し

た

の

で

あ

り
､

官
職
知
行
と

さ

れ

た

地

域
に

つ

い

て

は
､

間
接
的
に

､

一

般
的
監

督
を

行
な

う
に

過

(

7
)

ぎ

な
い

も

の

で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

第
三

に
､

特
に

重

要
な
こ

と

は
､

帝
国
直
轄
領
の

大

部
分

は
､

官
職
知
行
と

し
て

貸
与

さ

れ

た

地

域
で

あ

っ

た

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

Ⅰ
･

ハ

ビ

ー

プ

の

推
定
に

ょ

れ

ば
､

ア

ク
パ

ル

ほ
､

一

五

七

四

年
頃
知
行
制
を

廃
止

し
､

全

直
轄
領
を

｢

国
庫
収
入

地

域
+

に

し
よ

う
と

試
み

た

が

失
敗
し
て

､

知
行
制
度
が

復
活
し

た

の

ち
､

一

五

九

六

年
北
イ

ン

ド

の

三

州
に

お

い

て
､

全
地

租
収
入
の

二

五

%
が

国
庫
収
入

に

過
ぎ

な

か
っ

た

こ

と
､

更
に

国
庫
収
入

は
､

ジ

ャ

ハ

ー

ン

ギ

ー

ル

の

時
代
に

全

国

地

租
収
入

の

五

%

以

下
に

低
下

し
､

シ

ャ

ー
･

ジ

ャ

ハ

ー

ン

の

財

政
再

建
政

策
に

よ
っ

て

も
､

七

%

-
一

四

%
の

聞
に

と

ど

ざ

り
､

ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ
の

治
世

一

六

六
七

年
頃
に

な
っ

て

二

〇

%
に

(

8
)

達
し
た

こ

と

が

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

る
｡

残
り
の

部
分
は

す
ぺ

て

官
職
知
行
と

し
て

分
与
さ

れ

て

い

た

と

い

ぅ
わ
け

で

ほ

な
ぃ

｡

知
行
と
ほ

別
に

､

数
学
者

､

怪

師
､

特
殊

な

功
労
者

､

寺
院

､

学
校

な

ど
に

対

し
､

皇
帝

､

知
行

受
領
者

､

㍊

領
主

な
ど

が

様
々

な

名

目

を

持
つ

免
税
地
や

地

租
収
入

を

授

与

す

る

こ

と
も

行
な

わ

れ

た
｡

然
し
こ

れ

ら
は

合
計
し

て

各

地

方
の

地

(

9
)

租
の

二

-
五

%

を

占
め

る

に

過

ぎ

な
か

っ

た

と

言
わ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

か

ら
､

帝
国

直

轄
領
の

七

割
か

ら

九

剖
ほ

ど

は
､

常
時

官

僚
に

対

し
て

知
行
と

し

て

貸
与
さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
｡

か

く
し

て
､

ム

ガ

ル

帝
国
は

高
度
に

中

央
集
権
的
官

僚
制

国

家

の

外

貌
を

示
し

な
が

ら
､

内

実
に

お

い

て

は
､

か

な

り

大

き

な

権

力

分

散
の

契
機
を

内

包
し
て

い

た

こ

と
､

そ

し

て

ム

ガ

ル

政

治
経

済
体

制
に

お

い

て
､

官
職

知
行
制
度
の

占
め

た

役
割
ほ

甚
だ

大

き

か

っ

た

で

あ

ろ

う
こ

と

ほ

容
易
に

想
像
さ

れ

得
る

で

あ

ろ

う
｡

最
近

一

〇

年
間

､

一

部
の

イ
ン

ド

人

研

究
者
を

中
心

と

し
て

､

ム

ガ

ル

時
代
の

政

治

経
済
史
的

研

究
が

か

な

り

活
発
に

行
な

わ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

そ

の

結
果

､

ム

ガ

ル

帝
国
の

農
業
事
情
に

つ

い

て

も
､

数
多
く
の

面
が

徐
々

に

明

ら
か

に

さ

れ

て

き

た
｡

今
そ

の

詳
細
を

紹
介
す
る

暇
は

な
い

が
､

例
え

ば
､

村
落
に

､

特
定
の

領
主

家

族
の

居
な
い

｢

農
民

制
村
落
+

と
､

そ

れ

の

居
る

｢

領
主

制

(

1 0
)

村
落
+

の

相
違
が

あ
っ

た

こ

と
､

｢

農
民

制

村
落
+

に

お

い

て

も
､

土
地

所

有
権
を

持
つ

｢

自
営
農
民
+

(

村
F
一
打

官
甲
F
t

→

巴
づ
P
t

〉

ユ
T



( 2 3 )
一

七 世 紀 デ カ ン に お け る ム ガ ル 帝国 の 支 配

首
抑
)

と
｢

小

作
農
民
+

(

日

已
腎

山

ぎ
)

と
の

階
級
分

化
が

生

じ

て

(

u
)

ザ
ミ

ー

ソ

ダ
ー

ル

い

た

こ

と
､

他

方
で

領

主

に

も

少
く
と

も

三

種
顆
が

あ

り
､

第

一

ほ
､

ム

ガ

ル

帝
国
に

従

属
･

朝
貢
す
る

ヒ

ン

ド

ゥ

系
諸
王

､

或

い

は

そ

れ

に

準
ず
る

広
大
な

領
域
の

保
持
者

､

第
二

は
､

世

襲
の

郡
長

､

郡
書
記

､

村
長
な

ど
､

各
自
の

区

域
に

お

け

る

か

な

り

大

き

な

土
地

所
有
に

基
づ

い

て
､

郡
や

村
の

地

租
の

徴
収
･

納
入

や

治
安
な

ど
を

義
務
づ

け

ら

れ

た

世

襲
役
人

､

即
ち

｢

中
間
領
主
+

､

第
三

は
､

数
ケ

村
を

領
有
す
る

通

常
の

領
主

や
､

一

ケ

村
を

分

割

(

1 2
)

所
有
す

る

小

領
主
層
で

あ

り
､

こ

の

最

後
の

意

味
で

､

先

述
の

(

1 3
)

｢

自
営
農
民
+

も

時
折
り
ザ

ミ

ー

ン

ダ
ー

ル

と

呼
ば

れ

た
こ

と
､

な

ど

が

最
近

明

ら

か

に

さ

れ

て

来
た

｡

そ

し

て

か

か

る

研

究
動
向
の

一

環
と

し

て
､

先
に

言
及

さ

れ

た

ア

リ

ー

ガ

ル

大
学
の

Ⅰ
･

ハ

ビ

ー

プ

氏
は

､

大

著
『

ム

ガ

ル

帝

国

の

農
業
制
度
』

(

一

九

六
三

年
)

に

お

い

て
､

本
稿
の

研

究

課

題

ジ

ャ

ー

ギ

ー

ル

と

し
て

い

る

｢

官
職
知
行
制
+

に

つ

い

て

も
一

章
を

割
き

､

こ

れ

を

｢

地

租
分

与
+

(

押
e

諾
n

岳

A

乳
的

ロ

m
e

已
)

の

制

度
と

規
定

し
､

そ

の

一

般
的
様
相
を

か

な

り

詳
し

く

説
明

し
た

の

ち
､

数
年

ご

と
に

不

定

期
的
に

交
替
さ

せ

ら

れ

た

こ

の

｢

地

租
分

与
+

の

制

度
こ

そ

は
､

農
民
に

対

す
る

収
奪
を

促
進

･

強
化

し
､

各
地
で

土

着
領
主

層
の

反

乱
を

誘
起
し
た

も

の

で

あ

り
､

ム

ガ

ル

帝
国

没

落

(

u
)

の

主

要
な

原
因
で

あ

っ

た
､

と

考
え

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

右
に

示
さ

れ

た

よ

う
な

最
近
の

ム

ガ

ル

経

済
史
研

究
は

､

当

然
に

､

帝

国
の

中
枢
地

域
と

も

言
う
ぺ

き

北

部
イ

ン

ド

に

集
中
さ

れ

て

い

る
｡

一

七

世

紀
ム

ガ

ル

権
力
が

い

わ

ば

そ

の

総

力
を

挙
げ

て
､

征

服
と

支
配
を

実
現

し
ょ

う
と

し

た

デ
カ

ン

に

つ

い

て

は
､

ハ

ビ

ー

プ

氏
な

ど
が

時
折
り

言
及

す
る

ほ

か

は
､

い

ま

だ

何
の

実

証

的
検
討
も

行
な

わ

れ

て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

私

自
身

､

一

六

世
紀
初
頭
か

ら
一

九

世

紀
末
ま
で

の

デ

カ

ン

に

お

け

る

政

治
･

経
済

･

社

会
の

歴

史
的
展
開
を

主

な

研

究
課

題
の

一

つ

と

し
て

い

る

学
緩
も
あ
っ

て
､

本
稿
は

､

一

七

世

紀
デ

カ

ン

に

お

け

る

ム

ガ

ル

帝
国
の

支

配
体
制
の

最
も

重

要
な

一

環
で

あ

っ

た

に

違
い

な
い

官
職

知
行
制
度
の

あ

り

方
を

､

出
来
る

だ

け

経
験

的
に

検
討
す
る

こ

と

を

意
図

し
て

い

る
｡

そ

こ

で

ま

ず
第

一

に
､

こ

の

制
度
の

い

わ

ば

公

的
構
造
の

復
元

を

試
み

た

の

ち
､

第
二

に
､

一

七

世

紀
後
半

､

こ

の

制
度
の

内
的
特
性
と

外

的
諸

条
件
と
に

よ

っ

て
､

こ

の

制
度
が

荒
廃
し

て

行
く

様
相

を

検
証
し
ょ

う
と

思

う
｡

こ

の

よ

う

な

研

究
を

行
な

う
こ

と

に

よ
っ

て
､

一

方
で

､

ム

ガ

ル

帝
国
没
落
の

財
政

的
事
情
の

一

端
が

明

ら

か

に

な

る

か

も

知
れ

ず
､

他
方

で
､

マ

ラ

ー

タ

勢
力

台
頭
の

初
期
の

様
相
が

多
少

と

も

ヴ
ィ

ヴ
ィ

ッ

ド

に

描
け
る

か

も

知
れ

な

い

と

思
う
の

で

あ

る
｡

結
論
的

朋
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に

は
､

ハ

ビ

ー

プ

氏
が

北

部
イ

ン

ド

に

つ

い

て

提
起
し
た

論
理

に

一

致

す
る

か

も

知
れ

な
い

が
､

そ

れ

な

ら

そ

れ

で
､

私
な

り

に
､

そ

れ

を

デ

カ

ン

に

つ

い

て

確
認

し
て

お

き
た

い

と

思
う
の

で

あ

る
｡

本
稿
の

依
拠
す
る

資
料
は

､

約
三

〇

通
の

同

時
代
の

ペ

ル

シ

ャ

語
で

書
か

れ

た

断
片
文
書
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
ほ

､

ム

ガ

ル

帝
国
の

最
後
の

デ

カ

ン

糸
督
が

設
立

し

た

旧
ハ

イ

デ

ラ

ー

バ

ー

ド

滞
王

国

の

王

室
文

書
館
に

収
蔵
さ

れ

て

い

る

二

千

万

通
に

も

達
す
る

と

言

(

娼
)

わ

れ

る

ペ

ル

シ

ャ

語
文

書
の

中
か

ら
､

オ

ス

マ

ニ

ヤ

大
学
歴
史
学

部
長
Y
･

Ⅱ
･

カ

ー

ン

博
士
が

中
心

と

な
っ

て

選

択
し

編
集
し

た

(

1 6
)

三

冊
の

文
書
集
に

含
ま

れ
て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

文

書
の

大

部
分

は
､

州
総
督
府
の

｢

日

録
+

(

巴
叫
抑

F
P

F

已
守
)

､

皇

帝
の

勅
令

､

そ

の

他
の

行
政

命
令
の

｢

控
え
+

(

勺
P
→

弓
巴
岩
F
p
)

､

州
給
与

長
官
の

命

を

受
け

､

そ

の

副
官
が

作
成
す
る

知

行

収

入

の

｢

見

積
り

書
+

(

∽
i

y
抑

F
P

几

す

已
∵
中

p

ロ
ー

)

､

こ

れ

ら

多
様
な

公

文
書
に

つ

い

て
､

記

録
官
(

弓
P

阜
p

F
ロ
p

ま
∽

)

の

作
成
し

た

｢

要
旨
+

(

q
抑

巨
財
F

こ

(

1 7
)

な

ど

で

あ

る
｡

ま

た
ム

ガ

ル

帝
国
に

は
､

皇

帝

直

属
の

多

数
の

｢

諜
報
員
+

(

S

P

弓
P

ロ
e

F

2 .

g

篤
)

が

各
地
に

密
か

に

派

遣
さ

れ

て
､

情
報
を

皇
帝
に

直
接
に

通

知

し

た

ほ

か
､

正

規
の

｢

情

報

官
+

(

弓
p

β

巴
n

慧
1

州

且

も

各
地

方
に

派

遣
さ

れ
､

地

域
の

状

勢
を

州

(

1 8
)

稔
督
を

経
由
し

て

皇
帝
に

報
告
す
る

制
度
も
あ

っ

た
｡

本
稿
の

俵

拠
す
る

記
録
の

残
り

の

部
分

は

か

か

る

｢

情
報
+

(

弓
p
β

巴
)

で

あ

ぉ

る
｡(

1
)

例
え

ば
､

中

村
元

『

イ

ン

ド

古

代

史
』

上
､

第
三

編
､

同
､

下
､

第
六

鰐

第
五

節
(

春

秋
社

､

昭

和

三

八
､

四
一

年
)

｡

コ

ー

サ

ン

ピ

ー

著
『

イ

ン

ド

古
代

史
』

(

山

崎

利

男

訳
､

岩
波

書

店
､

昭

和
四

一

年
)

､

第

六

-
七

草
｡

戸
S
.

∽

訂
→

m
P

､

旨
､丸

軋

§
b

ぎ
軋

已
訂
ヨ
㌧

P

山

Q
Q

-
-

む
Q

Q
-

C

巴
○

已
t

P
､

-

諾
ぃ

-

C
F

P
p

叶

払
.

-

-
く
I
H

.

]

戸

C
O

已
ど
1
ロ

ー

｡

句
e

∈

d

已
-

∽

m
-

世
ゴ
P

ビ

日
i

n
-

恥

ヨ

P

ロ

み

t

F
e

I

已
→

声
∽
i

O

β

○
叫

H

∽
-

P

日

日

勺
U

ロ

H

ロ

巴
甲
ロ

H
i

仏
t

O
→

y
｡

､

q
Q

3
匂

弓
乳
首
Q

転
ざ
汎

訂
叫

ぎ

哲
Y

Q

計
畏
哩

P
→

邑

無
象
Q

→

S

く
○
-

●

舛
､

当
村
-

山
-

呂
○

已
O

n
､

A
せ

弓
i

【

-

漂
00

一

句

や

ぃ

u

か

ー
リ

ー
.

(

2
)

ム

ス

リ

ム

･

イ
ン

ド

に

関
す

る

従

来
の

主

な

研

究
に

つ

い

て

拙

稿

書

評
｢

イ
ル

フ

ァ

ン

･

ハ

ビ

ー

プ

著
『

ム

グ

ル

帝

国
の

農
業
制

度
』

(

西

暦
一

五

五

六

1
一

七

〇
七

年
)
+

(

『

一

橋
論
叢
』

第
五

一

巻

第

五

号
)

九

七

頁
注

(

1
)

を

参
照

｡

(

3
)

全

く
の

一

例
と

し

て
､

近

く

発
表
さ

れ

る

拙

稿

｢

一

九

世

紀
西

部
イ

ン

ド

に

お

け

る

大
土

地

所
有

-
英
領
グ
ジ

ャ

ラ

ー

ト

の

タ

ー

ル

タ

ダ
ー

ル

制

-
+

(

冶

井
透

･

山

崎
利

男
編

『

イ
ン

ド

に

お

け

る

土

地

制

度
と

権
力

構
造

の

歴
史
的

展
開
』

(

仮

題
､

東

京

大

学

出

版
会

､

昭

和

四
四

年
)

を

参
照

｡

(

4
)

W
･

ロ

呂
○
り

e
-

P

n
d

-

つ

訂

ゝ

胃
串

3
.申
さ

普
軋
恥

ヨ

♪
､

転
q

乳
ぬ

∋

邑
訂

-

A
-

-

P

オ
p

す
p

d

e

d
一

〉

-

浩
¢

､

廿

p
.

加
〉

-

00
.

e
t

〇
.

(

5
)

拙

稿
｢

ア

ー

デ

ィ

ル

･

シ

ャ

ー

ヒ

ー

王

国

(

西

暦
一

四

八

九

1

一

六

八

六

年
)

の

地

方

支

配
に

関

す
る

一

研

究
+

(

一

橋

大

学

研

究



( 2 5 ) 一

七 世紀 デ カ ン に お け る ム ガ ル 帝国 の 支 配

年
報

『

経
済

学

研

究
』

8
､

昭

和
三

九

年
)

､

一

七

二
､

一

九

六

頁

を

参
照

｡

(

6
)

例
え

ば

吋
.

S

罵
呂
-

ヨ
･q

さ
ー

邑
莞

札

已

曾
駕

⊇
ヨ
へ

邑

亀
叶

訂

き
q

計

已
屯

(

-

語
句

-
】

q

誌
)

-

A
-
-

P

訂
訂
払

-

-

窒
-

-

召
･

N

00
ー

ー
l (

声

前
掲
拙
稿
第

四

草

を

参
照

｡

(

7
)

吋
.

幹
り

呂
-

O

p
.

〇

F
J
･

芦

幹
詩
p

J

き
昔
已

ゝ
乱

ヨ
計

邑
言
丁

芸
q

き

き
F

e

d
.

-

C

巴
9

-

t

t

P
-

-

設
N

な
ど

を

参
照

｡

(

8
)

H
.

H
p

茫
ダ

ヨ
､瓜

L

す

言
3 .

§

畜
乳

§

曳

き
q
計

已

邑
首

A
.

勺
一

H
一

-

-

諾
い

.

勺

9

N

ご
1
諾
●

(

9
)

H

E
チ

9
い

一

戸

(

1 0
)

I

E
む

J

ワ
ー

き
,

(

1 1
)

甲

声

曾
○

召
り

∴
へ

宅
p
t

弓
e

O
f

F
p

声

㌣

巴
的

ど
エ
ロ

呂

点
F
p
-

I

n

巴
P

､

､

-

ぅ

ど

邑
軋

§
由
Q

3
Q

3
訂

§
乱

哲
Y

Q

邑
b
叫

邑

弓
哩

知
箪
訂
宅
､

く
○
-

.

H
､

当
〇
.

-
〉

ロ
e
-

E
､

J

已
叫

よ
0

官
･

､

-

貰
い

､

勺
p
･

N

-
P

(

1 2
)

S
.

芦

H
P

笹
口

∵
へ

→

ど
ゃ
U

一
賢
-

O

n

O
代

t

F
e

N
P

日
-

已
罵
∽

ど

t

F
e

富
戸
g

F

巴

韓

日
甘

邑
√

-

E
P

-

く
○
-

.

H
､

宅
○
●

♪

A
勺
P

l
l

戸
口
e

､

-

心

示

♪

p

9

-

○

∞

-
-

ド

(

1 3
)

芦

A
.

S
-

監
-

息
-

へ

へ

→
F
e

C
-

監
巴
P
O

邑
6

.

ロ
O
f

く
ー
ー

ー

p

粥
2

≡
-

日

計
→

叶

F
O

呂
仁

g

F

巴
の

バ

ー

已
〔

r

く
O

r

:
､

宅
〇
.

い
､

h

す
P

-
呂
a

言
F

､

-

賞
与

-

や

だ
.

こ

の

論
文
の

前
半
は

落
丁
し

て

い

る
｡

(

1 4
)

前

掲
､

拙
稿
書

評
｢

イ
ル

フ

ア

ン

･

ハ

ビ

ー

プ

著
『

ム

ガ

ル

帝

国
の

農

業
制
度
』

+

を

参
照

｡

な

お
､

官
職

知
行

を

以
っ

て

｢

地

租

分

与
+

と

規
定

す
る

の

ほ
､

前
掲
モ

ア

ラ

ン

ド

な

ど

以

来
の

通

念
で

あ

る
｡

(

1 5
)

拙
稿

｢

イ
ン

ド

の

公

文

書
館
+

(

『

史
学
建

誌
』

第

七

五

崩

第

八

号
)

六
五

頁
参
照

｡

(

1 6
)

三

冊
の

文

書
集
は

次
の

通

り

で

あ

る
｡

(
-

)

ぺ
･

ロ

朽

訂
ロ

e

d
.

､

哲
訂
Q

訂
軋

b
Q

Q

ま

ヨ

3
訂

阜
玩

g
計

･

訂
g
ミ
わ

知
乱

写
も
戸
F
♂
叫

0
巳
t

罵
･

†

ロ
r

弓
P

已
､

H
叫
血

.e

旨
汁

声

チ
U
e

只
P

ゴ
ー

一

茂
○

､

匂

や

已
＋

N
爪

芦

(

N
)

日
石
.

e
( .

r

哲
訂

邑
乱

b
Q

昌
3

完
邑
k

阜

ゝ

弓
§
笥
Q

冨

知
乱

写
こ
q

訟
-
一

言
屯

.ゝ

b
.

-

p
{

旨
-

す
t

F
e

C
e

已
冒

-

河
e
c

O

a
払

○
辞
c

e
-

の
d

ま
.

〇
巾

A
ロ

d

F
I

P

佃
ヰ
p
n

訂
∽

g

-

浩
00

一

等
･

M
く

＋
N

会

＋
-

伽

＋
N

.

(

い
)

ロ
〇
一

e

d
一

-

哲
訂
Q

訂
乱

寸

ざ
葛

軋

且
っ

罫
恥

b
罠

毒
さ

(

一

哉

干
】

笥
-

.ゝ

b
.

)

-

p

β

F

す
C
e

已

邑
札
e

日

邑
∽

○

夢
U

e
-

H
]

盲
e

旨
ぎ
P

P

G
O

ま
.

〉

-

諾
い

､

勺
り

中

＋
M

已
＋
-

笥
＋
-

冒
･

以

下
の

脚
注
に

お

い

て
､

こ

れ

ら

文

書

集
の

仙
を

玩

g
計

･

訂
g
ミ

掛

を

ゝ
S

-

S
笥
各

､

㈲

を

一

や

ぎ
屯

已

と

略
記

す
る

｡

(

1 7
)

詮
払

計

㍉

白

g
さ

､

せ

p
一

5 .

-

-

-
已
･

(

1 8
)

き
盲

軋
､

胃
.

い
､

i

-
F

二

官
職
知
行
の

構
造

ま

ず
､

本
稿
の

依
拠
す
る

記
録
の

一

例
と

し
て

､

ヒ

ジ
ュ

ラ

暦

一

〇

四

五

年
六

月
二

九

日

(

西

暦
一

六

三

五

年
一

一

月
三

〇
日
)

パ

ル

ワ

ー

ソ

チ

ャ

付
､

一

官
僚
に

対

す
る

知
行
の

貸
与
に

関
連
す

る

｢

控

え
+

を

訳

出
し

て

み

ょ

う
｡

訳
文
の

上
に

付
け

た

H
､

甲
…
‥

の

番
号

と

文
中
の

カ

ツ

コ

は

仮
り
に

私
が

加
え
た

も
の

で

あ

る
｡

25



一 橋論叢 第六 十 二 巻 第 一

号 ( 2 6 )

控

えジ
ュ

ル

ー

ス

H
(

シ

ャ

ー
･

ジ

ャ

ハ

ー

ン

の

即

位
暦
)

八

年
の

聖
な

る

(

ベ

ア

ー
バ

】

ソ

(

1
)

ル

シ

ャ

暦
)

八

月
三

〇
日

に
､

次
の

よ

う
に

確
認
さ

れ

た
｡

ベ

ラ

ー

ル

州
パ

ー

サ
ム

県
カ

リ

ー

･

ダ

ー

ム

ニ

ー

郡
か

ら
二

(

2
)

二

万

ダ
ー

ム

の

額
が

､

(

陛
下
の
)

御
承

認
(

N

打
ロ

ロ
)

に

従

カ
〓
7

-

フ

っ

て
､

(

即

位
暦
)

八

年
の

秋
作
の

収
穫
の

開

始
か

ら
､

誓

ジ
ャ

ー

ギ
ー

ル

言
に

勇
敢
な
る

者
タ

ラ

イ

シ

ュ

･

べ

ー

グ

の

知

行

と

し
て

マ

(

-

ル

デ
ー

ツ

ユ

ム

ク

ヂ
!

シ

ュ

バ

ー

ソ

テ
ー

確
認
さ

れ

た

の

で
､

上

記

郡

の

郡

長

た

ち
､

郡

書

記

ム

カ

ッ

ダ
ム

リ

ア

-

ヤ

ー

ム

.サ
ー

,

ア

ー

ン

た

ち
､

村

長
た

ち
､

農
民
た

ち
､

小

作
農
民
た

ち
は

､

右
の

ジ

ャ

ー

ギ
ー

ル

〆
-

ル

人

物
を

そ

の

額
の

知
行

受
領
者
と

認

め
､

政
府
の

地

租
及
び

諸

徴
収
(

日
巴

鼓
菅
≦
P

訂
β

P

息
･

計
司

ぎ
H

)

に

つ

い

て
､

真
実
で

正

し
い

約
束
に

従
い

､

右
の

人

物
の

代
官
た

ち
(

g

宇

目
訂

g
F

訂
)

に

対

し

て

責
任

を

負
い

(
j

p

弓
抑

♂

g

已
t

p

F
)

､

カ
ー

ソ

ル

ム

ソ

カ

ル

不

足
や

拒
香
を

決
し
て

生

じ
さ

せ

ぬ

こ

と
｡

ま

た
､

上

記
の

者
に

属
す

る

収
穫
(
f

P

半
丁

2

ま
P

ピ
ー

i

q

苧
-

⊥
ロ
p

許
官
)

を
､

知
行
の

郡
(

ロ
P

F

巴

十
〕

抑

鴨
川

ユ

か

ら

徴
収
さ

せ

よ

(

訂
r

邑
㌣

臣
t

臣
邑
P

F

J
抑
∽

F

邑
)

｡

免
職

(

又

ほ

降
職
)

の

後
に

は
､

彼
を

し
て

､

徴
収
の

権

利

を

返

還
さ

せ

よ

(

巴
†

鼓

b

〆
一

芸
N

へ

訂
盟

主
･

t

P

F

邑
♂

打

電
邑
ぎ

州

d

p

F

g
T

d

告
ぎ
呂
d
)

｡

リ

ア

ー

ヤ

ー

パ

ラ

ー

ヤ

ー

H
知
行

受
領
者
の

代

官
た

ち

は
､

そ

の

地

域
の

農
民
と

人

民
一

イ
ー

ジ
ラ

ー

ヤ

ト

イ
マ

ー

ラ

ト

般
と

が
､

幸
福
で

満
足
し

､

熱
心
に

耕

作
と

定

着
と

を

行

ア

ー

バ

ー
+

グ

ー

ニ

ー

マ

ー

ム

ー

リ

1

な

う
よ

う
に

､

そ

の

地

域
の

繁

栄

と

福

祉

に

特
に

有

益
な

努
力

を

堅

持
し

､

特
別
の

態

度
を

示
せ

｡

こ

の

点
に

つ

い

て

厳
命
を

十

分
に

心

得
て

､

圧

迫
や

逸
脱
を

行
な

う

な
｡

ザ

ー

ト

サ

ワ

ー

ル

マ

ン

サ

ブ

⇔
三

百

人
･

百

騎

の

位
階

を

持
つ

タ

ラ

イ

シ

ュ

･

ベ

ー

ダ

ジ
ャ

ー

ギ
ー

ル

ム

カ

ブ

ラ

ラ

の

名
に

お

け

る

知

行

に

つ

い

て

御

承

認

さ

れ

た

額

の

ダ

ウ

ル

見

積
り

書
が

､

総
督
…

…

カ

ー

ニ

ー

･

ザ
マ

ー

ン

の

署

名
を

得
る

た

め
に

届
け

ら
れ

た
｡

ナ

フ

ァ

ル

騎
兵
百

徴
収
承
認

総
額

一

二

四

万
三

千
ダ

ー

ム

(

内
訳
)

適
正

支

給

額

(

日
仁

弓
抑

P

ヤ

ご
p

n
村
F

司
叫
F
)

一

〇
二

万
三

千
ダ

ー

ム

騎
馬
の

四

分
の

一

(

即
ち
二

五

頭
)

の

故
に

停
止

さ

れ

て

い

た

支

給
額
二

二

万
ダ

ー

ム

支
給

承

認

額
の

説

明

(

m
一

ぷ
罵
言
→

苧
i
･

t

p

ロ

吋
F

弓
抑

F

b

苧

臣
寛
F

i

･

N

P
i

-

)

(

総
額
)

一

二

四

万
三

千
ダ

ー

ム

従

来
か

ら
の

規

則
に

従
っ

て
一

〇

二

万

三

千

ダ
ー

ム

(

内

訳
)

デ

カ

ン

州
ベ

ー

ル

郡
か

ら

四

四

万

七

千

七

百

ダ

ー

ム

｡

ベ

ラ

ー

ル

州
カ

リ

ー

･

ダ

ー

ム

ニ

ー

郡
か

ら
五

七

ア

イ

ワ

ズ

万

五

千
三

百
ダ

ー

ム

｡

現

在
､

騎
馬
の

四

分
の

一

の

費
用

と

し
て

二

二

万
ダ

ー

ム

(

が

左
の

如
く

追
加
さ

れ

た
)

2β
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一

七 世紀 デ カ ン に お け一る ム ガ ル 帝国 の 支配

｢

バ

ハ

ー

ド
ル

･

カ

ー

ン

の

代

り
に

､

パ

ー

サ

ム

県
カ

リ

ー

･

ダ

ー

ム

ニ

ー

郡
か

ら
の

(

追
加
)

支

給
確
定
額
が

二

二

万
ダ

ー

ム

と

確
認
さ

れ

た
｡

帥
(

ヒ

ジ
ュ

ラ

暦
)

一

〇

四

五

年
六

月

末
日

に

確
認
さ

れ

た

誓

約
書

(

∽

F

覧
F
ご
P

日
P

訟
戸
村
)

｡

｢

私
こ

と

宮
廷
の

臣
タ

ラ

イ

シ

ュ

･

ベ

ー

ダ

は

次
の

通

り

誓
書
を

記
し

ま

す
｡

私
の

指
定

〕

グ

ー

〆
′

さ

れ

た

騎
馬
を

ニ

ケ

月

後
刻
印
の

た

め
に

連
れ

て

参
り

ま

す
｡

若
し

も

刻
印
の

た

め

に

連
れ

て

参
ら
ぬ

時
は

､

私

は

(

騎
馬

の
)

四

分
の

一

の

故
に

保
持
し

て

い

る

知
行
の

義
務
か

ら

逸

す

ナ

ビ

r

脱
す
る

こ

と
に

な

り

ま

す
｡

以

上

を

公

文

書
の

様

式
に

お

い

て

記
し

ま

す
｡

+

軸
州

給
与

長
官
(

せ
P

村
F

臣
州

占
†

呂

已
吋
州

)

カ

ー

ザ
ム

･

カ

ー

ン

は
､

承
認

す
る

と
の

署
名
つ

き

文

書
(

を

書
い

た
)

｡

ア

ー

ザ

ル

内
(

即
位
磨
)

八

年
の

聖
な

る

(

ペ

ル

シ

ャ

暦
)

九

月
一

一

日

ナ

カ

ル

〆

7

ク

ル

に
､

写

し

が

神
の

加

護
と

共
に

記
録
保

管
所
に

送
ら
れ

た
｡

脚
総

督
…

…

カ

ー

ニ

ー

･

ザ
マ

ー

ン

は
､

こ

れ

に

従

い
､

(

即

位
暦
)

八

年
､

(

ト

ル

コ

暦
)

一

二

年
(
t

p

ロ
的

計
叫

こ

の

秋
作

(

3
)

の

収
穫
を

支

払
え

､

と

の

文

書
に

署
名

し

た
｡

｢

控
え
+

と

呼
ば

れ

る

文

書
に

は
､

右
の

よ

う
に

､

同
一

の

課

題
に

関
連
す
る

幾
つ

か

の

異
な

る

公

文

書
の

｢

控
え
+

が

書
き

込

ま

れ

て

い

る

の

が

普
通
で

あ

る
｡

ま

た

通

例
差

出
人

名
も

宛
名
人

名

も

明

記
さ

れ

て

い

な
い

｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

こ

の

文

書
は

､

H

三

百

人
･

百

騎
の

位
階
を

持
つ

或
る

下
級
官
僚
が

､

本
来
合

計
一

二

四

万

三

千
ダ

ー

ム

(

約
三

万
ル

ビ

ー
)

の

年
俸
を

生

ず
る

知
行

を

認
め

ら

れ

て

い

た
､

肖
然
し

彼
は

､

定
め

ら

れ

た

百

頭
の

騎
馬

の

う
ち
二

五

頭
を

刻
印
の

た

め
に

持
参
し

な

か

っ

た
､

肖
そ

れ

故

に

知
行
か

ら
二

二

万
ダ

ー

ム

を

差
し

引
か

れ

て

い

た
､

㈱
然
し
ニ

ヶ

月

後
に

必

ず
馬
を

持
参
す
る

と
の

約
束
で

､

二

二

万
ダ

ー

ム

を

復
活
し

て

も

ら
い

､

そ

の

分
の

知
行
を

或
る

郡
の

中
に

与
え

ら

れ

た
､

と

い

う

意
味
で

あ

る
｡

ま

ず

肖
の

文

書
が

作
成
さ

れ

て
､

州

の

総
督
と

給
与

長
官
と

に

提
出
さ

れ
､

こ

れ

に

基
づ

い

て

斡
と

脚

の

指
示
が

な

さ

れ
､

そ

し

て

知
行

受
領
者
は

恐

ら

く

絵
督
に

対
し

て

㈱
の

誓
書
を

提
出
し

､

次
い

で

恐

ら

く

総
督
の

名
に

お

い

て
､

地

方
の

世

襲
役
人

層
と

人

民
と

に

対
し

て

H
の

命
令
書

､

知
行
受

領
者
の

代

官
た

ち
に

対

し
て

ほ

肖
の

命
令
書
が

発
せ

ら

れ
､

そ

し

て

最
後
に

､

書
記
官
に

よ

っ

て

内
の

記
入

が

行
な

わ

れ

た
､

と

考

え

て

良
い

で

あ

ろ

う
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

右
に

全

く
の

一

例
と
し

て

訳

出
さ

れ

た

記

録

は
､

官
職
知
行
の

あ

り

方
に

つ

い

て
､

若
干
の

興

味
深
い

点

を

朋
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示

し
て

い

る
｡

第
一

に
､

郡
長

､

郡

書
記

､

村
長
な

ど

在

地
の

世

襲
役
人

層

(

先
に

言

及
さ

れ

た

用

語
を

使
用
す

る

と

土

着
の

｢

中

間

領
主

層
+

)

や
､

農
民

た

ち

は
､

指
定
さ

れ

た

金

額
の

納

付

に

｢

責
任
+

を

負
わ

さ

れ

た
｡

第
二

に
､

知
行
受
領
者
は

､

そ

の

知

行
に

｢

代

官
た

ち
+

を

任
命

･

派

遣
し
て

､

俸

禄
の

徴
収
を

行
な

わ
せ

た
｡

第
三

に
､

俸
禄
は

､

本
来
政

府
の

徴
収
す
べ

き

｢

地

租

(

4
)

及

び

諸

徴
収
+

か

ら
な

る

金

額
を

以
っ

て

明

記

さ

れ
､

受
領
者
は

､

原
則
と

し
て

そ

れ

以
上

の

徴
収
を

認
め

ら

れ

て

い

な
心

っ

た
｡

そ

れ

で

ほ
､

｢

代

官
た

ち
+

と

は

如
何
な
る

人
々

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

し

て

政

府
は

､

彼
ら
に

よ

る

追
加
徴
収

を

如
何

に

し
て

牽
制
し
ょ

う
と

し

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ま
た

､

か

か

る

公

的
制
度
の

枠
内
で

､

受
領
者
は

如
何
な
る

支
配
権
を

行
使
し

得
た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

既
に

指
摘
さ

れ

た

よ

う
に

､

ム

ガ

ル

帝
国
の

官
職
知
行
は

､

不

規

則
的
な

短
期
交
替
を

原
則
と

し

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

知
行
受
領
者

の

土

着
領
主

化
を

抑
止

す
る

意
図

を

持
っ

て

い

た

も
の

と

思
わ

れ
､

従
っ

て

知
行
は

､

任
地

か

ら

多
少
と

も

離
れ

た

場
所
に

与
え

ら

れ

る

の

が

通

常
で

あ
っ

た
｡

例
え

ば

或
る

官
僚
ほ

､

転
勤
を

命
ぜ

ら

れ
､

そ

の

た

め

に

知
行
か

ら
一

層
遠
く

な
る

不

便
を

訴
え

､

元
の

任
地
に

復
帰
さ

せ

ら

れ

る

よ

う
請
願
し
た

が
､

皇
帝
に

よ

っ

て

拒

(

6
)

香
さ

れ

た
｡

従
っ

て
､

受
領
者
た

ち
は

､

｢

代
官

た

ち
+

を

知

行

鮨

に

派

遣
し

て
､

そ

の

管
理

と

徴
収

を

行
な

わ

せ

る

の

が

通

常
で

あ

っ

た
｡

こ

の

｢

代
官
た

ち
+

に

つ

い

て
､

若
干
の

点
を

記
そ

う
｡

ま

ず
第

一

に
､

彼
ら
の

多
く

は
､

外

来
の

ム

ス

リ

ム

で

は

な

く
､

土
地

の

事

情
に

多
少

と

も

精
通

し
た

ヒ

ン

ド

ゥ

で

あ

っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

例
え

ば
､

一

六

四

四

年
､

デ

カ

ン

総
督
ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ

皇

子
は

､

デ
カ

ン

の

各
地
に

二

五

郡
か

ら

な

り
､

年
俸
総
額

一

億
一

〇
三

五

万

ダ
ー

ム

(

約
二

七

〇
万
ル

ビ

ー
)

の

知
行
を

持
ち

､

カ
P

-

リ
Ⅰ

そ

こ

に

合
計

一

〇

名
の

徴
収
官
を

任
命
し
て

い

た

が
､

こ

れ

ら

は

す
べ

て

ヒ

ン

ド
ゥ

で

あ
っ

た
｡

し
か

も

彼
ら

の

姓
名
か

ら

推
察
す

る

と
､

彼
ら

は

商
人
カ

ー

ス

ト

の

成

貞
で

は

な

か
っ

た

か
､

と

思

(

6
)

わ

れ

る
｡

第
二

に
､

知
行
内
の

少

く

と

も

主

な

村
落
に

ほ
､

｢

駐

(

7
)

在
官
+

(

→
F
抑

ロ
P

F
良

知

ユ

が

派

遣
さ

れ

て

い

た
｡

以

上
の

よ

う

な

人
々

を

総
称
し
て

｢

代
官
た

ち
+

と

呼
ん

だ

の

で

あ

ろ

う
と

思
わ

れ

る
｡

更
に

､

知
行
受
領
者
は

､

｢

詔

責
の

た

め

に
､

知
行
に

革

(

8
)

隊
を

派

遣
す

る

こ

と
が

必

要
だ

と

考
え

た

な

ら
+

派
遣
す

る

こ

と

も

出
来
た

｡

そ

の

う
え

､

知
行
受
領
者
自
身
も

､

稔
督
に

よ
っ

て
､

知
行
管
理
の

た

め

に

短

期

間
(

例

え

ば

三

ケ

月
)

の

｢

休

暇
+

(

9
)

(

言
付
F

担
t

)

を

認
め

ら

れ

る

こ

と

も

あ
っ

た
｡

私
の

依
拠

す
る

記
録
で

は
､

知
行
受
領
者
が

､

知
行
の

管
理

を
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｢

請
負
い
+

(
-

芯

昌
､

仁

已
p
)

に

出
し

た

り
､

或
い

は

自
分
の

下

(

1 0
)

臣
に

｢

分

封
+

し
た

こ

と

を

示
す

記

録
ほ

見
出
さ

れ

な
い

｡

い

ず

れ
に

せ

よ
､

知
行
受
領
者
は

､

徴
収
官
や

駐
在
官
か

ら

成

る

｢

代

官
た

ち
+

を

知
行
に

常
駐
さ

せ
､

必

要
に

応
じ
て

軍
隊
も

派
遣
し

､

時
折
り

自
分
で

も

知
行
に

赴
い

た
､

と

考
え

て

良
い

｡

こ

の

よ

う
な

知
行
管
理
の

組
織
に

対

し

て
､

帝
国
政

府
は

如
何

な

る

方

法
で

牽
制
を

試
み

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

第
一

に
､

先
に

も

言
及
さ

れ

た

よ

う
に

､

州
･

県
･

郡
の

官
僚
層
(

こ

れ

ら

も

ま

た

任
地
か

ら

多
少
と

も

離
れ

た

所
に

位
階
に

応
じ
た

知
行
を

持
つ

の

が

普
通
で

あ
っ

た
)

ほ
､

直
接
的
に

は
､

管
掌
区

域
内
の

｢

国
庫

収
入

地

域
+

の

管
理

と

運

営
に

責
任

を

負
う
も
の

で

あ

っ

た

が
､

同
時
に

､

間
接
的
に

は
､

区

域
内

に

散
在
す

る

知
行
の

状
態
に

つ

(

1 1
)

い

て

も
､

一

般
的
な

監

督
と

監

視
を

行
な

う
ぺ

き
で

あ
っ

た
｡

第

二

に
､

既
に

述
べ

ら

れ

た

よ

う
に

､

皇
帝
直
属
の

｢

諜
報
員
+

や

｢

情
報
官
+

も

各
地
に

派

遣
さ

れ
､

地

方

の

状
態
を

報
告
し
た

｡

そ

し

て

第
三

に
､

州
の

財

務

長

官
は

､

時

折

り

特

別

の

官

吏

(

日

已
夢

臣
川

)

を

県
に

派
遣
し

､

県
内

諸

郡
の

地

租
の

査

定
･

徴

収
の

状
態
を

調

査
さ

せ
､

併
せ

て

郡
長

･

郡
書
記
の

署
名
の

あ

る

関
連
書
類
を

集
め

さ

せ
､

特
に

､

｢

知
行
受
領
者
の

誰
か

が
､

圧

制
の

手

を

農
長
の

上

に

伸
ば

す
こ

と
+

を

制
止
さ

せ
､

鳥
居
を

し

て

耕
作
に

努
力

さ

せ

る

よ

う
に

配
慮
せ

よ
､

と

命
ず
る

こ

と

も

あ

(

1 2
)

っ

た
｡

政
府
当
局

に

よ

る

か

か

る

統
制
と

監

督
の

下

に

お

い

て
､

知
行

受
領
者
は

､

徴
収

す
べ

き

｢

地

租
の

決
定
+

(

す
日
p

オ

声

邑
州

)

に

際

ア

･,
ヽ

-

ソ

し
て

､

郡
に

居
る

政

府
の

査

定

官
の

同
意
を

得
る

ぺ

き

で

あ
っ

た

(

1 3
)

し
､

ま

た
､

州
の

給
与

長

官
に

対

し
､

年
々

の

｢

徴

収

状

態
+

(

1 4
)

(

F
抑

T
T
F

訂
ロ
)

を

報
告
す
べ

き

で

も

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

見
る

限
り

､

官
職
知
行
制
を

以
っ

て

｢

地

租
分

与
+

の

制
度
に

他

な
レ

な

か
っ

た

と

考
え

て
､

殆
ど

間
違
い

な
い

よ

う

で

あ

る
｡

事
実

､

知
行
受
領
者
は

､

知
行
の

人

民
の

任
意
処
罰
権

さ

え

公

認

さ

れ

て

は

い

な
か

っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

例
え

ば
､

或
る

知
行
の

二

人
の

住
民
が

布
商
人

を

掠
奪
し

､

負
傷
さ

せ

た

時
､

知

行
受
領
者
配

下
の

駐
在
官
は

､

こ

の

二

人

と

そ

の

家

族
と

を

捕
え

て
､

最
寄
り
の

政

府
の

城
に

引

き

渡
し

､

奪
わ

れ

た

布
は
こ

れ

を

(

1 5
)

州
の

財
務
長
官
に

届
け

た

し
､

ま
た

､

或
る

城
砦
守
備

官
は

､

自

己
の

知
行
の

土

着
領
主
が

反
抗
し
た

時
､

彼
と

そ

の
一

味
と

を

捕

(

1 6
)

え
て

､

こ

れ

ら

を

自
己
の

管

掌
す

る

城
に

監

禁
す
る

に

と

ど

め

た
｡

然
し

､

か

か

る

公

的
制
度
に

ほ
､

も

う
一

つ

の

重

要
な

側
面
が

あ
っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

即
ち

､

知
行

受
領
者
は

､

政

府
官
憲
が

知

行
に

任
意
に

立

ち
入

り
､

調

査

す

る

こ

と

を

拒
香
す
る

｢

不
入

の

£∂

+
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特
権
+

を

認
め

ら
れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

ラ

ー

ム

ぎ

ー

ル

県
に

勤
務
し

た
一

官
僚
は

､

政

府
の

徴
税
官
と

郡
書
記
と

が
､

｢

自
分
の

知
行
地

域
の

村

書

記
た

ち
+

(

内

已
軒

琶
n
川

音
苧

-

･

日
宇

F

巴
･

エ
卯

粥
川

?
i

･

日
p

ロ
)

に

対

し
て

､

三

年
分
の

書
類
を

持

参
し

て

出
頭
せ

よ

と

要
求
し

た

こ

と

を

不

当

と

し
､

か

か

る

事
態
は

か

つ

て

な
か
っ

た

し
､

同
地

方
の

他
の

知
行
受
領
者
た

ち
も

か

か

る

要

求
を

受
け
た

こ

と

は

な

か
っ

た

と

強
調

し
､

こ

れ

を

県
の

長
官
に

訴
え
た

｡

長
官
は

事
態
を

調

査

し
､

徴
税
官
と

郡
書
記

と
は

共
に

｢

不

適
当
+

(

駄
目
が
q

已
)

な

行
為
を

し
た

と

判
断
し

､

代
り

に
､

知
行
受
領
者
た

ち

自
身
が

､

自
分
で

県

当

局
に

徴
収
に

関
す
る

報

(

1 7
)

告
書
を

書
く
こ

と

を

要
求
し
た

｡

か

か

る

｢

不

入
の

特
権
+

を

承

認
さ

れ

た

限

り
､

知
行
に

関
す

る

帝
国
政

府
の

一

般
的
監

督
は

や

は

り
か

な

り

名
目

的
な
も

の

に

過

ぎ

な
か

っ

た

の

で

あ

り
､

知
行
受
領
者
が

そ

の

｢

徴
収

状
態
+

の

報
告
を

県
や

州
の

当
局
に

年
々

報

告
せ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た

と

し
て

も
､

そ

れ

は

か

な

り

慈

意
的
に

作
成
さ

れ

得
た

わ

け
で

あ

り
､

規
定
の

額
を

越
え

て

収
奪
し

得
る

可

能
性
は

大
い

に

あ

っ

た
､

と

考
え
ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ

し
て

事
実

､

一

七

世

紀
後
半
に

入

る

と
､

官
職
知
行
の

荒
廃
を

示
す

記
録
が

私
の

依
拠
す
る

史
料
に

も

散
見

さ

れ

る

よ

う
に

な
る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

ア

ー

バ

ー

ン

は
ペ

ル

シ

ャ

陽
暦
の

八

月
で

､

ヒ

ジ

ニ
ア

陰

暦
の

■紗

月

名

と

は

異

な
る

｡

(

2
)

ダ
ー

ム

は

銅

貨
の

単
位

｡

ア

ク
パ

ル

の

治
世
に

四

〇
ダ

ー

ム

が

一

ル

ビ

ー

と

定

め
ら

れ

た

が
､

そ

の

後
ダ

ー

ム

の

価
値
は

徐
々

に

下

落
し

て

い

っ

た
｡

H
.

H
一

弓
-

-

写
ロ

}

ゝ

Q
訂
篭
弓
哩

♪
､

トゝ

恕
Q

計

乳

P

邑
知
等
向

き

g

づ
b

3
さ
屯

亀
戸

-

C

巴
0

き
訂
､

-

望
･〇
-

や

ー

∞

叫
.

(

3
)

ゎ
計

軌
計

一

計
訂

叩

さ
}

Z
〇
.

h
､

勺
ワ

N

-

-
N

N
.

(

4
)

｢

諸

徴
収
+

は

多
様
な

名
目

を

持
つ

一

七

乃

至
一

八

種

類
の

付

加

税
か

ら

な
っ

て

い

た
｡

わ
加

､巴
灯

､
一

､

鼓
恥

芦
-

2
〇
一

書
､

-

亡
N
＼

【

設
牟

-

ワ

ー

¢

〇
.

(

5
)

ゝ

≦
-

§
笥

阜

A
.

声

望
〇
.

怠
宗
､

-
､

旦
-

か

ご
､

づ
や

当

-
∞

･

(

6
)

玩

㌢
料

計

一

､

訂

g
声

-

宅
○
-

訣
-

N

h
＼

モ
ー

竺
♪

p

9
-

N
-

-
N

ナ

(

7
)

一

や

ぎ
崎

阜
世

巴

計
r

申
-

-

O

E
七

戸
→

､

∽

申
け

声
F

官
⊇
♪

宅
〇
･

叫
-

-

空

空
-

宗
-

-

訂
吐
い

や

監
･

(

8
)

ゝ

S
-

S
笥

阜

A
･

戸

当
〇
･

怠
設

､

モ
ミ
-

訟
¢

)

や

ー
･

㌔

管
→

甘
m
p

∫
抑

p
N

罫
♂
…

日
印

口

訂
+
中

g
州

→

F
卯

P

詔
i

鈴
臣
P

ロ

N

汽

官
d

町
n

P

ロ
む

ビ
P
f

P

ユ
り

p

日
中
こ

.

(

9
)

ゎ

監
叩

計

㍉
打

訂
ざ

当
○
●

諾
)

-

ミ
ミ
-

a
小

､

や

一

芸
-

(

1 0
)

く
ー

d
e

H
.

H
p

訂
す

O

p
.

O
i

J

匂

p
.

N

00

い

-
00

P

(

1 1
)

Ⅰ

正
中

-

勺
ワ

N

ご
ー

N

窒
1
芦

(

1 2
)

一
や

ぎ
Q

阜
∽

か

ど
P

ビ

出

品
-

即

日
P

-

宅
〇
一

ご
-

亡
-

N
＼

-

誅
-

-

訂
吐

ド

p
･

-
h

芦
｡

‥

弓
P

ロ

苧
聖
一

鉢
旨
か

村
e

p

F
P

中
①

p
N

山

中

g
州

邑
抑

鼓
n

d
P

吐

丁

†
t

P

ざ
d

d
州

訂
r

→

ユ
ヘ

音
p 一

年
p

払
N

ロ

仁

目

貫
P

P

q
p

p
P

粥

F

巴
-

打

仁

n

p
む

軒
0

コ.

妨

息
.
d

寛

訂
→

監
.功

F

訂
n
･

i
･

N

P

m
川

口

訂
･

β

且
1

く
P

一

弘
的

F

賢
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粁

○

㌻
-

㌻
日

日

ヨ

甘
呂
㌢

-

､

(

13
)

一

寸

ざ
吟

阜

昏
-

-

p

F

G

巴
n

P
､

宅
〇
･

00
､

ご
ー

ー
､

-

誅
-

}

訂

已
p

･

-

芦

:

宅
中
M

内
F
抑

n

F
O

已

喜
平
ロ

∽

p

げ

已
r

→

P
N

勺
P

▲

局
p

ロ
P

】

L
-

p

ロ
粥

吋
e

巴
F

内
F

弓
且
p

山
戸
→

F

即

日
叫

p

⊇

ど

訂
払
e

甘
ヨ
p
け

声
β

已

抑

ヨ
p

p
P

け

t

苧

の

け
村
F
訂
F

打

P
→

払
p

F

→

P
f

代
∴

(

1 4
)

ゎ

訂
計

■

訂
計

熟
さ

､

望
〇
.

き
〉

と
ー

N
＼

-

竺
-

〉

p
･

心

e
･

ミ

p

記

P

已
日

日
P

已
申
F
t

p

F

抑

日
付
e

ロ
P

ロ

打
e

呂
打
臥
l

→
掛

罫
→

せ
e

g

く

巴
P

㌣
-
･

A
N

♂
P

村

村
F
抑

n

巴
日

F
掛

-
･

i

一

F
抑

巴
-

∽

a

ロ
P

-

O

h

O

♂

P
･

P

巴
m

】

F
ワ
†

田
P

粁

F

巴
F

†

已
･

呂
已
打
叫

∽

首
声

邑
p

ヨ

一
品
罵

訂
f

賢
1

已

す
p

ワ

首
P
P

け

声
･

n

訂

弓
即

日

首
巴

エ
･

■

p

臥
冒

す

古
び

g

辞

当
P

m

-
F

〔

F

甲
ロ

ト

打
甲

-

P

ヨ
p

ぎ
p

t

賀
川

q
･

i

･

笹
口

監
.

ロ

P

5 .

S

F
t

p

F

s

F
白
か

F
e

臥
2 .

巴
･

F
巴

オ

且
首
叶

訂
r

∽

F
p
P
｡

.

(

15
)

払

訂
計

■

訂
訂
さ

}

Z
O
.

巴
-

-

空
ご
一

望
T

♪

や

一

山

P

(

1 6
)

-

や

ぎ
吟

阜
S

幹

b
P

F

出

品
-

抑

ロ
p

)

宅
○
●

-

小
､

-

空
-
､

-

宗
N

-

訂
H
t

や

ー

い
∽

r

(

1 7
)

一

や

ざ
崎

已
､

∽
P
サ
打

腎

押
掛

目
的

ぎ

宅
〇
.

♪

モ
モ
-

訣
-

】

訂

邑
p

･

か

γ

三

官
職
知
行
制

度
の

荒
廃

知
行

制
度
そ

の

も
の

が

収
奪
強
化
の

大

き

な

可
能
性
を

内

包
し

て

い

た

だ

け

で

は

な
い

｡

一

六

世

紀
末
頃
に

比
べ

る

と
､

一

七

世

紀
全

般
に

わ

た

っ

て
､

知
行
受
領
の

資
格
を

持
つ

官
僚
の

数
が

急

激
に

増
大
し

た

と
い

う

事
情
も

加
わ
っ

た
｡

次
の

表
が

示

す
よ

う

位 階保持 官僚数

ア タ パ ル 時代
ジ ャ

ハ
ー

ン ギ シ
ャ

ー ●
ソ ヤ

ー

ル 時代
ハ ー ン 時代

高 級
50 0 0 騎
l

5 0 0 騎

2 49 人 4 3 9 人 5 6 3 人

中 叔
4 0 0 騎
I

2 0 0 騎

1 63 人 4 3 8 人

2 06 4 人

不 明

下 叔
1 5 0 騎
l
1 0 騎

1 3 88 人 不 明

合 計 1 8 0 0 人 2 9 4 1 人
(2 0 騎以 上)

8 0 0 0 人

に
､

一

六

世

紀
末
ア

タ

パ

ル

の

治
世
に

比
べ

て
､

一

七

世

紀
中

葉

シ

ャ

ー
･

ジ

ャ

ハ

ー

ン

の

時
代
に

､

｢

位
階
+

を

持
つ

官

僚
の

数

(

1
)

は

四

倍
以

上
に

増
加
し
た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら

増
大
し

た

官
僚

群

に

対

し

知
行
を

与

え
る

た

め
に

は
､

恐
ら

く

当

然
に

､

俸
禄
額
を

削
減
せ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

既
に

シ

ャ

ー
･

ジ

ャ

ハ

ー

ン

の

時

代
に

､

規
定
の

年
俸
額
の

一

〇
ヶ

月

分
か

ら

三

ケ

月

分
を

以
っ

て

別

∃
+



一

橋論叢 第六 十 二 巻 第 一

号 ( 3 2 )

(

2
)

年
俸
と

す
る

政

策
が

と

ら

れ

て

い

た
｡

そ

れ

だ

け

で

は

な
い

｡

一

七

世

紀
後
半
に

な
る

と
､

同
一

地

域
を

同

時
に

複
数
の

官
僚
に

対

し
､

重

複
し
て

知
行
と

す
る

事
例
が

少
な

か

ら

ず
生

じ

た

よ

う
で

あ

る
｡

例
え

ば
､

〓
ハ

六
一

年
五

月
一

二

日

付
の

｢

情
報
+

ほ
､

或
る

郡
が

既
に

二

人
の

兄

弟
の

共

同
の

知
行
と

さ

れ

て

い

た

の

に
､

別
の

官
僚
に

も

知
行
と

し
て

与

え

ら
れ

､

後
者
の

代

官
た

ち
が

来

て

｢

追
加
徴
収
+

(

≦
P

首
十
旨
弓
抑
…

e

を

始
め
た

の

で
､

双

方
に

争

(

3
)

い

が

生

じ
､

数
名
の

死
者
と

負
傷
者
が

出
た

こ

と

を

報
じ

､

ま

た

同
年
五

月
二

五

日

付
の

｢

情
報
+

も
､

或
る

官
僚
の

知
行
と

さ

れ

て

い

た

郡
を

､

別
の

官
僚
が

自
分
の

知
行
と

し
て

新
た

に

与

え

ら

(

4
)

れ
た

も
の

だ

と

称
し

て

力
づ

く
で

取

り

上

げ
た

と

記
し

て

い

る
｡

同
様
に

､

同
年

一

一

月
の

別
の

｢

情
報
+

は
､

一

官
僚
の

知
行
の

ヽ

ヽ

(

6
)

中
に

､

別
の

官
僚
が

知
行
を

与

え

ら

れ

た

と

報
じ
て

い

る
｡

恐

ら

く
こ

の

よ

う
な

知
行
の

不

足
を

補
う

た

め
に

､

一

六

六

〇

年
頃
に

は
､

マ

ラ

ー

タ

の

勢
力
か

ら
一

時
奪
取

し
た

カ

リ

ヤ

ー

ン

郡
や

サ

ン

ガ

ム

ネ

ー

ル

郡
に

､

官

僚
た

ち

を

｢

徴

税

請

負
人
+

(

6
)

(

仁
F

計
r

F

巴
r

ユ

と
し

て

任
命
し

た

り
､

更
に

､

千

人
･

五

首

騎
の

位
階
を

以
っ

て

新
た

に

登

用
さ

れ

た

〓
尚

奴

官

僚
の

知

行
は

､

｢

バ

レ

ン

ダ

地

域
の

シ

ヴ
ァ

ー

ジ

ー

た

ち
の

領
土

が
､

征
服

王

朝

(

ム

ガ

ル
)

の

所
有
に

帰
し
た

時
に

授
与

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
+

と

(

7
)

し

て
､

知
行
を

未
来
の

征

服
地
に

授
与

す
る

事
例
さ

え

生

じ

た
｡

詔

か

か

る

事
態
に

お

い

て
､

一

六

六
二

年
の

一

記
録
は

､

慣
行
に

従
っ

て

州

稔
督
が

推
挙
し

た

四

名
の

人

物
を

､

皇
帝
は

官
僚
と

し

(

8
)

て

任
用

す
る

こ

と

を

拒

香
し

た

と

記
し
て

い

る
｡

然
し

､

官
僚
採

用
の

中
止
は

永
続
す
る

筈
も

な

か
っ

た
｡

一

方
で

､

デ

カ

ン

の

二

大
ム

ス

リ

ム

王

国
と
の

戦
闘
は

続
け

ら

れ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た

し
､

そ

の

う
え

直
ち
に

言
及
さ

れ

る

よ

う
に

､

マ

ラ

ー

タ

勢
力
の

執
拗

な

抵
抗
に

も

対

処
せ

ね

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

伯

方
で

､

デ

カ

ン

の

二

大
ム

ス

リ

ム

王

国
か

ら

離
脱
し

､

ム

ガ

ル

帝
国
へ

の

転
勤
を

希

望
す
る

武
将
た

ち
を

も

任
用
せ

ね

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

ム

ガ

ル

権

力
は

､

こ

れ

ら
の

武
将
に

つ

い

て
､

位
階
に

応
ず
る

俸
禄
の

四

分

の

一

を

削
減
す
る

と
い

う
規
則
を

定
め
て

､

順
次

採
用
し
て

行
か

(

9
)

ざ

る

を

得
な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

か

か

る

状
態
は

､

当

然
に

､

一

方

で

ほ
､

後
に

言
及
さ

れ

る

よ

う
に

知
行
の

一

般
的

荒
廃
と

､

他

方
で

は
､

官
僚
た

ち
に

よ

る

知

行
の

拒
香

､

俸
禄
の

国
庫
支
給
の

要
求
と

を

結
果
し

た

よ

う
で

あ

る
｡

私
の

依
拠
す
る

記
録
に

は
､

俸
禄
の

国
庫
支
給
の

要
求
に

直

接
に

言
及

し

た

も
の

は

見
出
さ

れ

な

い
｡

然
し

既
に

指
摘
さ

れ

た

よ

う

に
､

ア

ウ

ラ

ン

グ

ゼ

ー

ブ

の

初
期
に

､

｢

国
庫

収

入

地

域
+

が

全

国
土
の

二

部
に

ま
で

増
加
し

た

こ

と

ほ
､

■
官
僚
に

よ

る

知
行
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拒
否
の

大

き

さ

を

示

唆
し
て

い

る
｡

然
し

､

官
僚
の

要
求
に

応
ず

る

に

は
､

帝
国
の

財
政

的

基

礎
は

あ

ま

り

に

も

虚
弱
で

あ
っ

た
､

と

思
わ

れ

る
｡

そ

こ

か

ら
､

逆
に

､

俸
禄
の

国
庫
支

給
■
を

禁
止

し
､

知
行
制
を

あ

く

ま
で

も

強
行
す
る

政

策
が

打
ち

出
さ

れ

て

く
る

｡

一

六

六

七

年
七

月

三

日

付
の

一

記

録
は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

ア

ブ

ド

ゥ

ラ
･

シ

ー

ラ

ー

ジ

ー

の

息
子
た

ち
､

ム

ハ

ン

マ

ド
･

ア

シ

ュ

ラ

フ

(

と
ム

ハ

ン

マ

ド
･

ア

ク

パ

ル
)

た

ち
が

(

デ

カ

ン

ご

一

せ

ん

へ

)

出
発
し
た

の

ち
､

神
聖
な

る

御
前
か

ら
､

世

界
の

長
伏
す
る

次
の

命
令
が

発
せ

ら

れ

た
｡

『

ア

ブ

ド

ゥ

ラ
･

シ

ー

ラ

ー

ジ

ー

の

例
に

な
ら
っ

て
､

デ
カ

ン

の

官
僚
た

ち

は
､

彼
ら

(

兄

弟
)

に

対

し
て

も

知
行
給
を

与

え

る

筈
で

あ
っ

た

の

に
､

何
故
現

金

給
を

与

え
た

の

か
｡

給
与

長
官
サ

フ

ィ

ー

･

カ

ー

ン

に

命
ず
る

｡

報
告
を

提
出
せ

よ
｡

デ

カ

ン

に

任
命
を

承
認
さ

れ

た

官
僚
た

ち

に

対
し

現

(

1 0
)

金
給
を

与

え
る

な
｡

知
行
を

与

え

よ
｡

』

…

…
｡

+

こ

う
し
て

､

官
僚
群
の

増
加

､

,
知
行
の

不

足
と

重

複
授
与

､

国

庫
の

窮
迫

､

知
行

制
度
の

強
行
が

一

種
の

悪
循
環
を

始
め

た

よ

う

で

あ
る

｡

ザ

､･
､

-

ソ

〆
-

ル

か

か

る

情
況
に

お

い

て
､

デ
カ

ン

の

各
地
で

土

着
領
主

た

ち

は

ム

ガ

ル

権
力
に

対
し

反

抗
を

始
め

た
｡

一

六

六

二

年
一

月

の

一

｢

情
報
+

ほ
､

或
る

官
僚
の

知
行
に

居
た

土

着
領
主
が

反

抗
し

､

(

1 1
)

一

味
と

共
に

捕
え

ら

れ

て

城
に

監
禁
さ

れ

た

と

報
じ

､

同
年
五

月

の

別
の

｢

情
報
+

は
､

別
の

郡
の

土

着
領
主
が

県

長
官
の

権
力
に

反

抗
し

､

双

方
に

死

傷
者
を

出
し

た

の

ち
､

和

議
が

成

立
し

た

と

(

1 2
)

伝
え

､

同

じ

頃
の

別
の

｢

情
報
+

も
､

一

官
僚
の

知
行
に

居
た

土

着

領
主
が

反

乱
を

起
し

､

鎮
圧

に

派
遣
さ

れ

た

政

府
軍
と

戦
っ

た

(

1 3
)

の

ち
､

山

中
に

逃
げ

込
ん

だ

と

報
告
し
て

い

る
｡

か

か

る

在

地

領
主

層
の

反
乱
に

加

え
て

､

ム

ガ

ル

権
力

を
一

層

の

窮
地
に

追
い

込
み

､

知
行
の

荒
廃
を

大
き

く

促
進
し

､

ム

ガ

ル

支

配
体

制
の

解
体
を

押
し

進
め

た

の

は
､

言
う

ま
で

も

な

く
マ

ラ

ー

タ

の

勢
力
で

あ
っ

た
｡

一

六

六
一

年
一

一

月
の

｢

情
報
+

は
､

ジ

ュ

ン

ナ

ル

郡
に

シ

ヴ
ァ

ー

ジ

ー

配
下
の

歩
兵
千

名
が

現
わ

れ

て

(

1 4
)

徴
税
を

行

な
っ

て

い

る

と

報
じ

､

そ

れ

か

ら
一

一

日

後
の

｢

情

報
+

も
､

こ

の

地

域
に

二

千

名
の

マ

ラ

ー

タ

歩
兵
が

進
駐
し

て

来

(

柑
)

た

と

報
告
し
て

い

る
｡

ま

た

翌

年
一

月
の

一

記

録
は

､

プ

ー

ナ

に

近
い

ロ

ー

ハ

ガ

ル

地

域
の

諸

村
に

､

｢

邪
悪
な

る

敵
の

家

来
た

ち
+

が

居

住

し
て

い

る

と

の

報
告
に

接
し

､

ム

ガ

ル

軍
勢
が

襲
撃
し

､

七

〇

乃

至
八

〇
ヶ

村
を

焼
き

払
い

､

穀
物
を

掠
奪
し

､

更
に

､

近

辺
の

村
民
た

ち
が

家

畜
と

家

財
を

伴
っ

て

山

中
に

逃
散
し

た

の

を

追
跡
し

､

一

千

頭
の

家

畜
と

約
三

百

人
と

を

捕
え

､

そ

の

う

え

近

(

1 6
)

傍
の

讃
村
に

も

放
火

し

凍
奪
を

行
な
っ

た
､

と

記
し

て

い

る
｡

他

3 3

｢
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方
､

半
ば

ゲ
リ

ラ

化

し
た

マ

ラ

ー

タ

勢
力
の

進
攻

も

執
拗
に

繰
り

返
さ

れ

た
｡

例
え

ば
一

六

七
一

年
一

月
､

ウ

ド

ギ
ー

ル

城
砦
守
備

官
は

､

｢

ウ

ド

ギ

ー

ル

郡
で

は
､

勝

利
の

軍

隊
(

ム

ガ

ル

軍
)

と

邪
悪
な
る

敵
と
の

た

め
に

全

点
民
が

逃

散
し

て

遠
く
へ

行

き
二

年

間
も

帰
ら

な
い

の

で
､

物

資
ほ

全

く

手
に

入

ら

ず
､

借
金

も

出

来

な
い
+

こ

と
､

ま

た

マ

ラ

ー

タ

軍

勢
が

｢

地

租
の

四

分
の

一

を

提

カ

ラ

ー
+
ノ

供
せ

よ
｡

さ

も

な
け

れ

ば

(

地

域
を
)

荒
廃
さ

せ

る

で

あ

ろ

う
+

サ

ー

フ

ー

カ

ー

ラ

ー

ソ

と

威

嚇
し
た

の

で
､

｢

商
人
た

ち

ま
で

が

危
険
を

避
け

て

テ

ラ

ン

(

1 7
)

ガ

(

地

名
)

へ

去
っ

て

行
っ

た
+

こ

と

を

報

告
し
て

い

る
｡

同
じ

頃
の

別
の

記
録
で

は
､

ア

ウ

サ

城

砦
守
備
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わ

れ
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幸
運
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彼
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撃
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し

た
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で
､

彼
ら

ほ

町
の

城
の

近

く
に

ジ

ャ

ー

ギ
ー
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は

近

付
き

得
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が

彼
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私
の

知

行

を

全
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荒
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て
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知
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し
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兵
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一

ダ

ー

ム
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払
い

得
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域
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は
､

兵
士

た

ち

は

排
掴
し
て

掠
奪
を

行
な
っ

て

い

る
｡

物
資
の

援
助
を

請

願
す

る
｡
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と

要

請
し

､

同

時
に

､

｢

私
の

徴
収

額
は

一

万

七

千
ル

ピ

ー

で

あ

る

が
､

徴

収
し

ょ

う
に

も
､

私
の

知
行
に

は

か

か

る

場
所
は

一

ケ

所
も

な
い
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か

か

る

場
所
で

､

家

臣

た

ち

と

家

族
と

を

維
持

せ

ね
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グ

ゼ

ー
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が

死
去
す
る

と

間
も

な

く
､

ム

ガ

ル

帝
国
は

事
実
上
の

分

賂

を

開
姶
す
る

少

一

方

て

各

州
の

捻
督
は

､

皇
帝
に

対

し
て

名

目

的

な

恭
順
を

示
し

な
が

ら
､

独

立

化
の

傾
向

を

示

し

始
め

､

他

方
で

､

マ

ラ

ー

タ

の

軍
勢
は

､

中
部

イ

ン

ド

か

ら

北

部
イ

ン

ド

に

か

け
て

広
大

な

地

域
を

席
巻
し

､

プ

ー

ナ

を

中
心
と

す
る

一

大
連
合

王

国
を

樹
立

し
て

行
く

｡

ま

た
パ

ン

ジ

ャ

ー

ブ

で

は

シ

ク

教

徒
の

建
国
が

見

ら

れ
い

デ

リ

ー

の

近

辺

′

で

も
､

ジ

ャ

ー

一

族
や

ラ

ー

ジ

ブ

ー

ト

族
の

抵
抗
と

反

乱
が

繰
り

返
さ

れ

た
｡

こ

の

ム

ガ

ル

帝
国
の

解
体

と

没
落
に

は

幾
つ

か

の

主

な

原
因
を

挙
げ
る

こ

と

が

出
来

る

で

あ

ろ

う
｡

例
え

ば
､

第
一

に
､

ム

ス

リ
ム

諸
王

朝
に

特
に

顕
著
な

､

帝
位
相

続
原

則
の

欠

如
､

そ

れ

に

よ

る

皇
子
た

ち
の

間
の

血

脱
い

帝
位
相

続
争
い

､

そ

し

て

そ

れ

を
一

つ

の

契
機
と

す
る

貴
族

･

高
官
の

間
の

派

閥
間

争
な

ど

は
､

分

解
と

没

落
を

早
め

た

直
接
の

原
因
の

一

つ

で

あ
っ

た
｡

第
二

に
､

皇

帝
と

官
僚
と
の

支

配
･

服
従
の

関
係
が

､

必

ず
し

も

双

方
の

明

確
な
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務
と
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伴

な

う
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約
原

則
に

基
づ

く

も
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も
な

く
､

ま

た

強
固
な

忠
誠
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よ
っ
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打
ち
さ

れ

た

も
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も

な

く
､
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し

ろ
､

僚
倖
を

求
め

て
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ア

ジ

ア

か

ら

来
印

し
､

た

ま

た

ま

帝
国
に

仕
え
た

官
僚
た

ち
が

､

官
職

に

よ
っ

て

権
力

と

富

と

を

獲
得
し

得
た

限

り
に

お

い

て
､

忠
誠
と

勤
務
に

従

う

と
い

う

甚
だ

実

利
的
な

関
心

し
か

持
ち

得
な

か
っ

た

こ

と

も
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帝
国
の

分

朗
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解
と

没

落
の

も

う
一

つ

の

重

要
な

原
因
で

あ
っ

た

と

言

う
こ

と

が

出
来

る
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右
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収
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ラ

ー

タ
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台
頭
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ど
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財
政
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綻
も

ま
た

決
定
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原
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っ
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な
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あ
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る
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